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第１章 総則 

１ 業務の目的 

尾張東部衛生組合（以下「発注者」という。）は、管理・運営する一般廃棄物（ごみ）

処理施設（以下「晴丘センター」という。）の老朽化に伴い、次期ごみ処理施設の整備に

関して尾張東部衛生組合ごみ処理施設整備基本構想（以下「基本構想」という。）を令和

６年３月に策定する。 

本業務は、基本構想等を踏まえ、新ごみ処理施設の整備事業を実施するに当たり、愛知

県環境影響評価条例（平成 10年愛知県条例第 47号。以下「県条例」という。）等に基づ

き、配慮書等を策定することを目的とする。 

 

２ 業務委託の名称 

環境影響評価（配慮書）策定業務委託 

 

３ 業務内容 

  業務内容の詳細については、第２章業務内容による。 

 

４ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月２８日まで 

 

５ 一般事項 

⑴ 本業務の実施にあたっては、契約書に定めるもののほか、本仕様書に基づいて行うも

のとし、発注者と受注者は連絡を密にして本業務の適正な推進を図ることとする。 

⑵ 本業務の実施にあたっては、関係する法令、条例、規則、細則及び通知等を遵守しな

ければならない。 

⑶ 本業務に必要なデータの収集は、国・県・組合市（瀬戸市、尾張旭市、長久手市）の

統計データ等の各種データベース、文献等から、受注者が行う。既存の資料が存在しな

い場合は受注者が調査等を実施すること。 

⑷ 発注者の保有する関連図書及び関係資料等は、受注者からの申し出により発注者と

協議のうえ借用し、貸与された資料等は、必要がなくなった時点、又は業務完了時に全

て返却すること。また、借用にあたっては借用書を発注者に提出すること。 

⑸ 本業務における調査等の実施にあたり、必要な資機材等については受注者が用意す

ること。 

⑹ 受注者は、業務上知り得た事項及びその内容を、業務中又は業務終了後に関係なく他

に漏らしてはならない。また、本業務における成果については、すべて発注者に帰属し、

発注者の承諾なしに複製、公表又は貸与してはならない。 

⑺ 成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等は、個々の著作者等に



帰属するものとする。また、当該著作物等が含まれる場合には、受注者が当該著作物等

の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。 

⑻ 受注者の責任に起因して発生した損害については、受注者の責任で賠償する。 

⑼ 受注者は、業務の全部又は主要部分を第三者に請け負わせてはならない。ただし、主

要部分を除く業務の一部を第三者に委任する場合は、あらかじめ書面による発注者の

承諾を得たときは、この限りではない。 

⑽ 受注者は、本仕様書に定める事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあること

を知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。 

 

６ 配置技術者 

受注者は、本業務を円滑に遂行するため、専門的な知識と本業務と同様の業務で十分な

従事経験を有する技術者を置き万全の体制で臨むこととするほか、次の要件を満たす管

理技術者及び照査技術者を配置すること。なお、管理技術者と照査技術者の兼務は認め

ない。 

⑴ 次の資格のいずれかを有する者であること。 

【技術士法(昭和 58年法律第 25号)に基づく技術士】（旧選択科目でも可） 

・建設部門（建設環境） 

・衛生工学部門（廃棄物・資源循環） 

・環境部門（環境影響評価） 

・総合技術監理部門（建設－建設環境、衛生工学－廃棄物・資源循環又は環境－環境影

響評価） 

⑵ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条に規定する一般廃棄物処理施設（ごみ処

理施設）の設置に係る都道府県（政令指定都市を含む）環境影響評価条例に基づく環境

影響評価の配慮書手続きに従事した経験を有する者であること。 

 

７ 届出等 

受注者は、業務の着手及び完了時には、下記書類を提出し承諾を受けるものとする。 

⑴ 着手時 

ア 着手届 

イ 管理技術者届及びその経歴書 

ウ 照査技術者届及びその経歴書 

エ 工程表 

オ その他必要な書類 

 ⑵ 完了時 

  ア 完了届 

  イ 納品書 



  ウ その他必要な書類 

８ 関係機関との協議 

受注者は、関係機関との協議を行うとき若しくは協議を求められた場合は、誠意を持っ

てこれにあたるものとし、その内容を遅滞なく発注者に報告しなければならない。 

 

９ 議事録 

受注者は、打合せ及び協議の都度、議事録を作成し速やかに発注者へ提出するものとす

る。 

 

10 疑義 

本仕様書記載事項及び業務遂行上疑義が生じたときは、すみやかに発注者と協議し、業

務に支障のないようにしなければならない。 

 

11 検査及び引き渡し 

受注者は、業務完了時に発注者の検査を受けなければならない。また、業務中途におい

ても発注者より請求があった場合には、検査に応じるものとする。 

業務の検査合格後、本仕様書に指定された成果物を納品するものとする。 

なお、納品後に成果物に記入漏れ、不備又は誤り等が発見された場合、受注者は速やか

に補正をしなければならない。 

 

12 契約金の支払 

  完了検査に合格した後、受注者からの請求により支払う。 

 

13 その他 

⑴ 関係書類等を本業務が完了した日の属する年度の終了後１０年間保管することとす

る。 

⑵ 本業務の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分

して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

⑶ 本業務において、業務の完了後も含めて、会計検査等の検査対象となる場合には、

検査等に積極的に協力しなければならない。 

⑷ 本仕様書は、業務の概要を示すものであり、本仕様書に明記なき事項については、

発注者と協議の上これを決定する。 

⑸ 発注者は、別に発注する「尾張東部衛生組合ごみ処理施設整備基本計画策定業務委

託」（以下「基本計画策定業務委託」という。）を請け負う者と協力し、本業務を遂行す

るものとする。 

 



14 成果物 

成果物及び提出部数は次のとおりとする。 

⑴ 計画段階環境配慮書（本編） Ａ４版 １５０部 

⑵ 計画段階環境配慮書（要約書） Ａ４版 １５０部 

⑶ 都市計画構想段階評価書（本編） １式 

⑷ 都市計画構想段階評価書（要約書） １式 

⑸ 打合せ記録   １式 

⑹ 住民説明会資料   １式 

⑺ 配慮書等の公告・縦覧に要する資料 １式 

⑻ その他調査によって生じた資料等 １式 

⑼ ⑴から⑻の電子データ（CD-R又は DVD-R） １式 

※ 次の条件で作成した２種類のファイルを格納すること。 

①Windows フォーマットで、Microsoft社製の Word（docx形式）、Excel（xlsx形式）

又は PowerPoint（pptx形式）で作成したファイル 

②全ページの PDFファイル 

なお、成果物の詳細については、発注者と協議の上、決定するものとするが、成果

物に綴じ込む図面は、A３版（A４折り込み）または A４版とする。 

  



第２章 業務内容 

本業務の環境影響評価の諸手続については、県条例が求める手続を基本とし、内容を十

分に理解した上で実施するものとする。必要に応じて事業特性、地域特性、都市計画手続

との関連、基本計画策定業務委託の検討内容等、最新の状況に合わせた手続手法の検討を

行うものとする。また、最新の都市計画運用指針に基づき、都市計画の構想段階における

手続きについても支援するものとする。 

 

１ 環境影響評価に係る計画段階配慮書の手続きの支援 

⑴ 計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）の作成 

県条例第４条の２に規定する計画段階配慮事項の検討及び県条例第４条の３に規定

する配慮書の作成にあたっては、配慮書の案について一般の環境の保全の見地からの

意見の聴取を経たうえで行うものとする。業務内容については以下のとおりとする。 

ア 施設配置等に関する複数案の検討及び作成 

イ 事業特性に関する情報の把握 

ウ 地域特性に関する情報の把握 

エ 計画段階配慮事項の選定 

オ 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法の選定 

カ 計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の実施 

キ 配慮書の作成（要約版を含む。） 

また、配慮書の作成（配慮書の案を含む。）にあたっては、次のことに留意するもの

とする。 

（ア） 記載内容については、一貫性のある内容となるように配慮するとともに、でき

る限り写真、図、グラフ、フォトモンタージュ等を用いることにより、分かりや

すい内容とする。 

（イ） 学術的な専門用語を使用する場合は、必要に応じて注釈などを付ける。また、

専門技術的な資料や根拠資料等で、その量が多くなるものは、資料編として整理

する。 

（ウ） 対象事業の計画の内容について、事業の必要性をできる限り具体的に記述する

とともに、対象事業の計画の背景についても記載する。 

（エ） 環境要因と環境要素からの調査・予測・評価項目の選定結果並びに位置等に関

する複数案の選定項目ごとの相互比較結果については、マトリックスによる表示

を行うなど、分かりやすく表現するように努める。 

（オ） 著作権その他に関する問題が生じないようにする。なお、縦覧及び公表等にお

いても同様に取り扱うものとする。 

⑵ 打合せ協議 

配慮書等の作成等に係る打合せ協議を実施し、その記録を作成する。 



⑶ 意見概要及び見解の作成 

配慮書の案に係る聴取した意見を整理するとともに、各意見に対する見解を記載し

た書類を作成する。 

⑷ 愛知県との協議支援 

愛知県との協議への同席や資料作成等の支援を行う。 

⑸ 愛知県環境影響評価審査会への対応 

愛知県環境影響評価審査会（部会が設置される場合は、部会を含む。以下同様）に

同席し、説明の補佐を行うとともに、資料を作成する。 

 ⑹ その他 

   配慮書の公告及び縦覧等に係る内容で、発注者が求める資料や情報等を提供するこ

ととする。 

２ 都市計画決定手続きに係る支援 

環境影響評価手続きと併せて都市計画決定権者が行う以下の都市計画決定手続き等に

ついて資料作成、打合せ協議、説明会対応、都市計画審議会対応等の支援を行う。支援

にあたっては関係市の都市計画関係部署と調整のうえ行うものとする。 

⑴ 都市計画構想段階評価書（案を含む。）の作成 

⑵ 打合せ協議 

都市計画構想段階評価書等の作成等に係る打合せ協議を実施し、その記録を作成す

る。 

⑶ 意見概要及び見解の作成 

都市計画構想段階評価書の案に係る聴取した意見を整理するとともに、各意見に対

する見解を記載した書類を作成する。 

⑷ 愛知県との協議支援等 

愛知県との協議への同席や資料作成等の支援を行う。また、必要に応じて、都市計

画審議会への同席等の支援を行う。 

 

３ 住民説明会への対応 

都市計画運用指針に基づき、配慮書の案及び都市計画構想段階評価書の案について住

民説明会を開催する。説明会に使用する資料の作成、説明会における資料の説明及び質

疑応答の対応、議事録の作成等の支援を行う。 

※ 説明会の内容、時期については、発注者と協議して定めるものとする。具体的な内

容は、事業の経緯、進捗状況（配慮書、都市計画構想段階評価書）、今後のスケジュ

ール等を想定しており、開催は、瀬戸市、尾張旭市及び長久手市で各１回以上開催

することとする。 

 


